
番号 41

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 建築指導課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間

　　　標　準　処　理　期　間 計 7日

判　断　基　準

建築基準関係規定に適合すること。
（建築基準法施行令第9条）

【根拠法令等】
建築基準法
　（建築物に関する完了検査）
第7条第1項
　　建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了してときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事
の検査を申請しなければならない。
　　　　第2項
　　前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達す
るようにしなければならない。
　　　　第4項
　　建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又は委任を受けた当該市町村
若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が
建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
　　　第5項
　　建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係
規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して
検査済証を交付しなければならない。

建築基準法施行令
　（建築基準関係規定）
第9条
　法第6条第1項（法第87条第1項、法第87条の２並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を
含む。）の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で
建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
　1　消防法
　2　屋外広告物法　・・・・・

審査基準及び標準処理期間整理個表

完了検査

完了検査を行い、検査済証を交付する。

建築基準法（昭和25年法律第201号）

第7条第1項

７日

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

工事完了後4日以内に申請

7日以内に検査後交付

7日

市 民 建築指導課

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


